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「鳥栖市市制施行70周年記念事業第63回鳥栖市民文化祭～とすフェス～」への参加者を募集します（鳥栖市ホームページ）

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/11/16990.html

鳥栖市市制施行70周年記念事業

第63回鳥栖市民文化祭　グループ対抗歌合戦　開催要項

「グループ対抗歌合戦」参加者募集

70にちなんだ構成やエピソードがある3人以上のグループを募集中‼

　鳥栖市市制施行70周年を記念し「第63回鳥栖市民文化祭～とすフェス～」で、グループ

対抗歌合戦を行います。70年という節目を楽しみながら皆でお祝いしましょう‼

　出場グループには参加賞をご用意しますので、ご友人、お仕事の仲間など、お誘いあわ

せの上、振るってご参加ください。お待ちしております。

●日時　11月9日（土曜日）18時～21時

●場所　鳥栖市民文化会館小ホール（宿町807番地17）

●内容　3人以上のグループで出演し、歌とパフォーマンスと応援で競います。

　　　　・予選と決勝1曲ずつ。お申し込み時からの曲目変更は不可。

　　　　・予選で歌った人は決勝では歌えません。

　　　　・予選と決勝で同じ曲は歌えません。

　　　　・予選：1組3分以内、決勝：1組5分以内

●資格　市内在住、市内に勤務している人で3人以上のグループ及び「70」にちなんだ

　　　　構成や選曲のエピソードがあること。

　　　　（例：70年代の曲や3人の合計の年齢が70歳など）

●申し込み　「鳥栖市市制施行70周年記念事業第63回鳥栖市民文化祭～とすフェス～へ

　　　　　　の参加者を募集します」のホームページから申込用紙をダウンロードしご

　　　　　　記入の上、鳥栖市民文化会館へお申し込みください。

　　　　　　10組になり次第、締め切らせていただきます。

●出演料（参加費）　3,000円

●審査　歌唱力、チームワーク、パフォーマンス、客席での応援の4項目で審査

●その他　出演に必要な諸経費（損害保険料含む)、使用する楽曲の著作権使用料等は参

　　　　　加者でご負担ください。音源はCDのみで各自でご用意ください。舞台スタッ

　　　　　フとの打ち合わせを10月12日（土曜日）に行っていただきます。

●問い合わせ先　鳥栖市民文化祭実行委員会（鳥栖市民文化会館内）

　　　　　　　　〒841-0052　鳥栖市宿町807-17　電話 0942-85-3645

事業内容

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/11/16990.htm
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/11/16990.htm
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/11/16990.htm


         鳥栖市市制施行 70 周年記念  

      第 63 回鳥栖市民文化祭 グループ対抗歌合戦開催要項 

 

１．目 的   仲間たちと楽しくステージに立ち、歌とパフォーマンスを通して会場内の

一体感を共有し、盛り上がることによりストレス発散、健康増進につなげ、

市制施行７０年を祝し、親睦を図ることを目的とする。 

２．主 催  鳥栖市 

３．主 管  鳥栖市民文化祭実行委員会 

４．後 援  鳥栖市教育委員会 

５．特別協力 鳥栖市文化連盟・鳥栖基山地区小中学校校長会・NPO法人とす市民活動ネット 

ワーク・鳥栖観光コンベンション協会・九州龍谷短期大学・鳥栖市文化事業協会 

６．応募要項  ■内  容：３人以上のグループで出演し、歌とパフォーマンスで競います。 

■開催日時：令和６年１１月９日（土） １８：００～２１：００ 

■会  場：鳥栖市民文化会館 小ホール 

■出演資格：市内在住、又は勤務している人で３人以上のグループ及び 

「７０」にちなんだ構成や選曲のエピソードがあること。 

       ■申込方法：申込用紙に必要事項を記入し出演料を添えて下記申込先へ 

             １０組になり次第締め切ります。※先着順 

■申込期間 令和６年６月１９日（水）～令和６年７月１７日（水） 

■出 演 料 3,000円 

       ■応 募 数 １０組 

              ※予選決勝１曲ずつ ※お申込み時からの曲目変更は不可。 

              ※予選で歌った方は、決勝では歌えません。  

予選と決勝で同じ曲は歌えません。 

              ※予選：１組：３分以内、決勝：１組：５分以内 

       ■審査方法 ・鳥栖市民文化祭実行委員会において決定した審査員にて 

厳選なる審査を致します。 

・審査対象は、歌唱力、チームワーク、パフォーマンス、 

客席での応援となります。 

       ■そ の 他 ・出演に必要な諸経費（損害保険料含む）は、参加者負担とします。 

      ・音源は、ＣＤのみとなり各自でご用意ください。 

      ・使用する楽曲等の著作権等権利関係が必要な場合は、出演者で 

          ご対応いただきます。 

                    ・後日、舞台スタッフと打ち合わせをしていただきます。 

              ・出場者１０組に賞品を贈呈 

       ■申込先  鳥栖市民文化祭実行委員会（鳥栖市民文化館内） 

      〒841-0052 鳥栖市宿町 807-17 

      電話：0942-85-3645 FAX0942-85-3647 ※火曜日が休館日 

      Email：bunkakaikan@city.tosu.lg.jp 
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